
資料－６ 

荒川太郎右衛門地区自然再生事業の進め方のイメージ（案） 

 

① 荒川太郎右衛門地区自然再生事業を進めるにあたり、当面の間の実施者は荒川上流河川事務所とする。 

 

 

施策実施についての協議 

 自 然 再 生 協 議 会

送付 助言 

当面の実施者：荒川上流河川事務所 

 

 

 

※ 協議会では、グループ討議等、各委員との協議を十分できるよう工夫する。 

実施計画についての協議 

※ 実施計画の協議は実施計画が作成まで随時行う。 

実施計画作成 実施計画（最終案） 実施計画（修正案） 実施計画（素案） 

 
工   事 ・ 維持管理 ・モニタリング調査 ・ 環境学習 
 
 実施主体 ： 荒川上流河川事務所   

 関係地方公共団体 ・ 市 民 ・ NPO △△△ 

 

主務大臣及び 
都道府県知事 

自然再生のための施策実施 自然再生事業実施計画の作成 

     


